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外郭団体等の経営改革に関する方針について 
 
 本市では、平成 21 年３月から外部の有識者による「横浜市外郭団体等経営改革委員会」におい

て、外郭団体ごとの経営課題について審議を行っており、本年９月９日には、先行して審議を行っ

ていた 13 団体についての提言をいただきました。 

このたび、提言をいただいた 13 団体のうち、12 団体について、本市としての経営改革に関する

方針を決定したため、ご報告します。 

  

１ 方針の概要  

（１）方針の構成 

  ① 団体概要  ② 方針（団体分類、方針内容）  ③ 具体的な取組 

④ 協約項目案(団体と協議の上、確定)  ⑤ スケジュール(次期協約期間：平成 23～25 年度) 

（２）団体ごとの方針（団体分類）  

 廃止の検討が必要な団体（２団体） 

・ 横浜市土地開発公社      ・ （財）横浜市道路建設事業団 

 民間主体の運営が望ましい団体（２団体） 

・ （株）横浜インポートマート   ・ 横浜シティ・エア・ターミナル（株） 

 事業等の再整理が必要な団体（３団体） 

     ・ （財）横浜市体育協会   ・ （福）横浜市社会福祉協議会   ・ （財）横浜企業経営支援財団   

 引き続き経営努力が必要な団体（５団体） 

・ （財）三溪園保勝会      ・ 横浜食肉市場（株）       ・ （株）横浜市食肉公社 

・ 横浜高速鉄道（株）     ・ 横浜新都市交通（株） 

        ※ 提言を受けた13団体のうち、（株）横浜港国際流通センターは、現在方針を策定中です。 

２ 今後のスケジュール（予定） 

（１）方針が決定した 12 団体 

   次期協約を締結する団体については、決定した市の方針に基づき、団体所管局と各団体が協

議を進め、本年度末を目途に次期協約を策定します。 

（２）現在委員会で審議中の 27 団体 

   年内に審議が終了した団体については、２月を目途に市の方針を決定します。残る団体につ

いても、本年度内に審議を終了し、４月に方針を決定する予定です。 
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【参考】横浜市外郭団体等経営改革委員会について 

（１） 委員会概要 

設置根拠 横浜市外郭団体等経営改革委員会設置要綱 

大野 功一 （関東学院大学学長（経済学部教授））【委員長】 

遠藤 淳子 （遠藤淳子公認会計士事務所 公認会計士） 

岡村 勝義 （神奈川大学 経済学部教授） 

丸山 康幸 （ﾌｪﾆｯｸｽ･ｼｰｶﾞｲｱ･ﾘｿﾞｰﾄ株式会社 取締役会長） 

委 員 

山本 安志 （山本安志法律事務所 弁護士） 

役 割 

 １ 経営改革に関する方針の検討及び提言に関すること 

 ２ 経営改善行動計画、協約の策定に関すること 

 ３ 経営改善行動計画、協約の達成状況評価に関すること 

（２）審議対象団体 

時限設置団体などを除く全外郭団体及び(財)横浜市道路建設事業団（40 団体） 

※ 市の損失補償が設定されている借入金がある団体のうち、経営状況が比較的厳しいとさ

れる団体や、累積損失を計上する株式会社等の 13 団体について、先行して審議を行いま

した。 

（３）委員会開催状況 

平成 21 年３月 11 日（第１回）～平成 22 年 10 月 22 日（第 20 回） 

※ 引き続き毎月１回開催 
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